
○平成19年度保険料

現年度 過年度

19.5末現在 19.6末現在 19.7末現在 19.8末現在 19.9末現在 19.10末現在 19.11末現在 19.12末現在 20.1末現在 20.2末現在 20.3末現在 20.4末現在 21.12末現在

（4月分） （4～5月分） （4～6月分） （4～7月分） （4～8月分） （4～9月分） （4～10月分） （4～11月分） （4～12月分） （4～1月分） （4～2月分） （4～3月分）

納付率 55.7％ 58.7％ 60.5％ 60.1％ 60.4％ 61.1％ 61.7％ 62.6％ 62.8％ 63.1％ 63.4％ 63.9％ ～ 68.2％ 

○平成20年度保険料

現年度 過年度

20.5末現在 20.6末現在 20.7末現在 20.8末現在 20.9末現在 20.10末現在 20.11末現在 20.12末現在 21.1末現在 21.2末現在 21.3末現在 21.4末現在 21.12末現在

（4月分） （4～5月分） （4～6月分） （4～7月分） （4～8月分） （4～9月分） （4～10月分） （4～11月分） （4～12月分） （4～1月分） （4～2月分） （4～3月分）

納付率 54.3％ 57.4％ 58.9％ 58.5％ 58.8％ 59.4％ 59.9％ 60.7％ 60.9％ 61.1％ 61.5％ 62.1％ ～ 64.5％ 

○平成21年度保険料

現年度

21.5末現在 21.6末現在 21.7末現在 21.8末現在 21.9末現在 21.10末現在 21.11末現在 21.12末現在 22.1末現在 22.2末現在 22.3末現在 22.4末現在

（4月分） （4～5月分） （4～6月分） （4～7月分） （4～8月分） （4～9月分） （4～10月分） （4～11月分） （4～12月分） （4～1月分） （4～2月分） （4～3月分）

納付率 52.7％ 55.6％ 56.9％ 56.6％ 56.9％ 57.5％ 58.0％ 58.8％ 

（注）国民年金保険料は納付期限を経過した場合でも、期限から２年間は保険料を納めることができる。

国民年金保険料納付率の推移
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19.4末現在 19.5末現在 19.6末現在 19.7末現在 19.8末現在 19.9末現在 19.10末現在 19.11末現在 19.12末現在 20.1末現在 20.2末現在 20.3末現在

＊ ＊ ＊ ＊

収納率 28.8％ 90.6％ 82.3％ 95.4％ 96.4％ 92.4％ 97.3％ 97.6％ 95.0％ 98.0％ 98.2％ 98.4％

20.4末現在 20.5末現在 20.6末現在 20.7末現在 20.8末現在 20.9末現在 20.10末現在 20.11末現在 20.12末現在 21.1末現在 21.2末現在 21.3末現在
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

収納率 86.4％ 71.0％ 93.0％ 95.1％ 88.0％ 96.6％ 97.0％ 93.9％ 94.5％ 92.3％ 95.5％ 98.1％

21.4末現在 21.5末現在 21.6末現在 21.7末現在 21.8末現在 21.9末現在 21.10末現在 21.11末現在 21.12末現在 22.1末現在 22.2末現在 22.3末現在

＊ ＊ ＊

収納率 85.1％ 68.3％ 91.6％ 94.1％ 95.2％ 95.9％ 92.7％ 96.7％ 94.2％

＊印の月は、月末が土曜日、日曜日又は休日にあたる月であり、法定納期日に納付した保険料は収納率に反映されない。

（注２）各月の収納率は、徴収決定済額（前年度以前分等の保険料で収納されていない額を含む。）に対する収納済額の割合です。

（注３）厚生年金保険料は納付期限を経過した場合でも、期限から２年間は保険料を納めることができます。

厚生年金保険料収納率の推移

○平成19年度保険料

現年度＋過年度累計

○平成20年度保険料

現年度＋過年度累計

※平成19年度の最終収納率（現年度＋過年度計）は98.7％。現年度分は99.6％。

※平成20年度の最終収納率（現年度＋過年度計）は98.4％。現年度分は99.4％。

○平成21年度保険料

現年度＋過年度累計

（注１）厚生年金保険料の法定納期限は、原則翌月末ですが、月末が土曜日、日曜日又は休日にあたる場合は、翌月の営業日の初日が法定納期限となります。
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